
有機農業は、農業の自然循環機能を維持増進さ
せる生産管理システムで、化学合成資材を使用する
ことなく、 可能な限り、 耕種的、 生物的及び物理的
な手法を用いることで、生物多様性の保全等、生物
の生育・生息環境の維持や、地球温暖化の防止にも
寄与しています。近年、そのような背景を持って生
産された農産物の購入を希望する消費者の需要が高
まりを見せています。
　世界の有機食品販売額は、平成 11（1999）年の
152 億ドル（約 1.7 兆円）から平成 28（2016）年に
は 897 億ドル（約 9.8 兆円）へと急速に拡大してい
ます（第１図）。また、欧米を中心に、世界の有機
農業の取組面積は、平成 11（1999）年から平成 29

（2017）年の間に６倍になり、全耕地面積に対する
有機農業取組面積は 1.4％まで増加しています。

日本においては、有機食品の市場規模が、平成
21（2009）年の 1,300 億円から平成 29（2017）年に
は 1,850 億円へと 1.4 倍に拡大していると推計され
る一方で、有機農業の取組面積は２万３千 ha（全
耕地面積の 0.5％）にとどまっています（第２図）。
また、海外から輸入される有機農産物は平成 28

（2016）年度で約 3.3 万 t と、国内で取り扱われる有
機農産物全体の約 35％を占め、国内有機農業の取
組面積をいかに拡大するかが課題となっています。
　当研究所では、こうした背景を踏まえた行政部局
からの要望を受け、国内の有機農業振興施策を提案

するために、昨年度から３年間の委託研究事業とし
て「世界の有機食品市場の動向を踏まえた我が国の
有機食品市場の見通しに関する研究」を実施してい
ます。本セミナーでは、「EU の有機食品市場の動
向と有機農業振興のための戦略」と題して、この研
究に取り組む二つの研究グループの６名から、初年
度の研究成果について発表いただくとともに、有機
農業の取組・有機食品の需要が拡大しているフラン
スと、我が国の有機農業をめぐる情勢について報告
いただきましたので、それらの概要を紹介します。

１．主催者挨拶

当研究所の神山修所長から、有機農業は官民を
挙げて推進している持続可能な開発目標（SDGs）
の達成にも貢献する重要なテーマだと考えているこ
と、そして今回のセミナーが我が国の有機農業に関
する様々な取組の契機となり、今後の発展につなが
ることを期待する旨の挨拶がありました。

・（ ）内の数字は各年度における我が国の耕地面積に占める有機
農業取組面積の割合。
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第２図　我が国の有機農業の取組面積
出典：農林水産省調べ。
セミナー発表資料「有機農業をめぐる我が国の現状について」

（農林水産省生産局農業環境対策課）からの引用。
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第１図　世界の有機食品売上の推移
出典：IFOAM.
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（農林水産省生産局農業環境対策課）からの引用。
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２．情勢報告

（１）有機農業をめぐる我が国の現状について
農林水産省生産局農業環境対策課　及川仁課長

有機農業の推進については、
有機農業推進のための体制整備
を進めるとともに、取組面積割
合を平成 26（2014）年度の 0.5％
からおおむね５年間で１％に倍
増することなどを目指して取り
組んだところ、都道府県での有

機農業の技術普及体制等の整備は一定程度進んでき
ていますが、依然取組は限定的です。一方で農業へ
の新規参入者のうち２～３割が有機農業に取り組ん
でいると言われ、また、我が国の有機食品市場規模
は 1,850 億円程度（2017 年）と英国等の半分以上の
規模に達し、有機茶、有機味噌などの輸出も増加傾
向にあります。

このような状況下、農林水産省では、有機農業者
のネットワーク化による有機農産物の安定供給体制
づくりを進めており、平成 30 年度は全国 21 か所で、
技術・経営研修会の開催や、実需者との商談等の取
組を支援しています。また、有機農産物や加工品の
輸出に取り組む農業者等に対し、有機 JAS 認証の
取得や展示商談会への出展を支援しています。昨年、 
持続可能な農業推進コンクールで農林水産大臣賞を
受賞した「かごしま有機生産組合」は農業者 8 名で
活動を開始し、現在は新規就農者のサポートや輸出
などにも取り組んでいます。

さらに、農林水産省では、有機農業の推進に熱
心な自治体の連携を促すネットワークを構築してい
ます。このような取組を通じ、日本の有機農業の取
組を更に広げていきたいと考えています。

（２）“State of Organic Agriculture in France”
　　 在日フランス大使館　テヴノ農務副参事官

　フランスの有機食品市場は年
間約１兆円の売上で、２万の加
工・販売業者が存在し、15 万
人の直接雇用を生み出していま
す。農家数全体の 9.5％が有機
農家で、その数は４万、有機農
地は２百万ヘクタールを占めて

います。有機農業に取り組む農家は近年増加傾向
で、この１年で 13％増加しています。フランス政
府が 2022 年までの有機農業に関する目標を定めた

Ambition bio 2022 は、2022 年までに農地の 15％を
有機農地とすること、公共施設で調達される食材の
うち 20％を有機農作物にすることなど、野心的な
内容となっています。

３．研究成果報告

（１）「欧州諸国における有機食品市場の動向と EU
有機規則」
立教大学　大山利男准教授

欧州の有機食品市場は、ま
ず、有機農業生産者が開設する
農産物直売施設や都市部を中心
に立地する小規模有機自然食品
専門店から広がり、有機自然食
品専門のスーパーマーケットが
チェーン展開してきました。近

年、特徴的なのは、一般的な大型スーパーや激安を
うたうディスカウントストアなどでも、プライベー
トブランドの有機農産物などを扱うようになり、販
売額を伸ばしていることです。こうした低価格を売
りにする店舗では、国境を越えた低廉な有機農産物
流通を促進する一方で、国内の有機農業団体との提
携を強める傾向も見られます。社会的評価と認知度
の高い有機認証団体と提携し、その認証ロゴをつけ
た農産物を販売するような形態が見られます。量販
店が有機農産物を取り扱うことで、有機農産物の消
費者への普及が一段と進み、有機食品市場の裾野が
広がっています（第３図）。

このように、欧州諸国では有機農産物の需要が増
加する一方で、域内での有機農産物の供給は不足傾
向にあり、東欧諸国、ラテンアメリカ、アフリカ諸
国などから多くの有機農産物が輸入されています。
しかし、輸入有機農産物の残留農薬検出の問題など

及川課長

テヴノ氏

大山准教授

第３図　欧州諸国の有機市場（小売販売額）の成
長 2000 － 2017

出典：FIBL-AMI Surveys 2006-2019, OrganicDataNetwork 
Surveys 2013-2015.

セミナー発表資料「欧州諸国における有機食品市場の動向と
EU 有機規則」（立教大学経済学部・大山利男）からの引用。
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から、近年、国産の有機農産物を求める声がより高
まっています。そのような中で、2021 年１月から
施行される新しい EU 有機食品規則では、有機農産
物及び有機飼料の地産（ローカル）が推奨され、特
に家畜飼料は地元生産原則が強化され、遺伝的多様
性の確保などの生物多様性への配慮もうたわれるこ
とになりました。

（２）「欧州向け有機食品輸出とサプライチェーン」 
鹿児島大学　李哉泫准教授

日本産有機食品の主要な輸
出先である北米と欧州へ輸出さ
れる有機食品の内訳を見てみる
と、味噌や味噌加工品等のほと
んどが米国に輸出される一方
で、茶や醤油、梅加工品、葛等
の多くが EU へ輸出されていま

す。品目別で数量が最も多いのが緑茶です。最新
の 2016 年の統計では、輸出農産物量全体の 62％が
緑茶で、そのうちの 72.9％が欧州に輸出されていま
す。欧州向け緑茶輸出の主な目的地はドイツで、そ
のシェアは 90％に達しています。ドイツ茶協議会
に加盟する 32 社の輸入・仕上げ販売企業が、荷揚
げされた緑茶のバルクパック（３kg 以上の簡易包
装品）を個別に製品化し、国内及び欧州各国へ販売
しています。近年、欧州では空前の抹茶ブームとなっ
ていますが，一方でドイツの緑茶輸入量に占める日
本産の割合は、1995 年の 25％から 2014 年の 1.4％
へと急激に低下しており、安価な中国、韓国、ベト
ナム産にシェアを奪われ、日本茶は高級品として販
売されています。小売店では、カップに入れてお湯
を注ぐだけといった、簡単で小分けされたパッケー
ジに人気があります。

また、日本国内の有機食品輸出商社を見ると、２
社が欧州と取引をしており、輸出国政府や輸出国小
売業者の基準に沿った有機食品を生産するという特
殊性もあり、生産農家との長期安定的な取引形態の
下で有機農産物原料を確保し、製造、加工、輸出と
いうサプライチェーンを築いていますが、小規模生
産者が手間のかかる製法で取り組んでいることが多
く、輸出量を増やすことが可能とは限りません。

（３）「欧州諸国における有機農産物・食品市場の
データ収集と日本における推計の課題」
宮城大学　谷口葉子准教授

これまでにいくつかの日本の有機食品市場規模

の推定結果が報告されています
が、最も古いものでは 1993 年に
1,540 億～ 3,360 億円というもの
がある一方で、2017 年の三つの
組織による調査結果は、1,785 億
～ 4,117 億円と様々な値を示し
ています。従来、国内有機食品

市場は成長基調にあると言われてきましたが、各推
計における有機食品の定義や推計方法が異なってい
るため、長らくその真偽が確認できない状況が続い
ていました。

欧州では OrMaCode（Organic Market data Man-
ual and Code of Practice）と呼ばれる有機市場デー
タ収集の統一指針が作成され、欧州統計実践規約

（ESCP）に準拠し 15 の原則と指標を定めています。
ドイツ及びフランスの有機市場データ収集方法を調
べたところ、POS データや購買履歴データに主に依
拠しつつ、様々なステークホルダーの参加の下、複
数の情報源から得られたデータを付き合わせてクロ
スチェックを行っている実態がわかりました。購買
履歴データを購入して日本の有機食品市場規模を試
算したところ、2018 年度の有機食品市場規模（ただ
し、有機 JAS 認証されていない商品や、野菜やコ
メなどバーコードが表示されない商品の購買及び 70
歳以上の購買を除く）は 443 億円（暫定値）と推定
されました。

（４）「有機農業の組織化支援と戦略の特性」
名古屋大学　香坂玲教授

EU の 有 機 農 地 面 積 は 2013
年から 2017 年までの５年間で
26.1％増加し、1,281 万ヘクター
ルとなっており、特にオースト
リアでは耕地の 24％が、また、
イタリアでは 15.4％が有機農地
となっています（第４図　欧州

有機栽培面積シェア参考）。有機農地面積増加の背
景として、ベースには各国で有機認証を行う民間団
体による有機農業普及の取組があり、加えて国や州
政府などによる、川上にあたる有機農家の生産支援
から、川下にあたる販路や需要の確保までのきめ細
かな政策があります。具体的には、有機農家に対し
ては、農地の転換、維持、環境保全、動物福祉など
に分類された補助金制度等の金銭的支援や、栽培に
関する技術支援や有機農家のネットワーク化支援な
どの人的支援が行われています。また、販路や需要
の確保では、加工やマーケティング投資への支援や、

李准教授

香坂教授

谷口准教授
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地域独自認証制度による公的なプロモーション、学
校給食や公共施設で使用される食材について、有機
農産物の調達目標設定などが行われており、このよ
うな支援が有機農業の普及に寄与しています。

（５）「有機農業支援の多面性・多層性と認証の意義」
　　 東北大学　石井圭一准教授

EU では、食品汚染、環境汚
染、農産物価格低下による農家
経営の圧迫などの要因から有機
農業が普及し、その中でフラン
スは、いち早く有機農業認証制
度のルールメーカーとして EU
全体の有機農業推進に貢献して

きました。
フランスでは、各州で有機農業普及施策の内容

や助成額に違いがありますが、中には有機認証費用
や有機転換期間中の助成に加え、有機農業転換後も、
有機農業を継続する農家に対して独自に助成金を支
払う州も存在しています。また、有機農業の独自認
証団体、有機農家に有機農法を教育する団体などへ
の助成や、学校給食での有機農産物利用への助成な
どの施策も見られます。

（６）「イオンのオーガニックの取組み」
イオントップバリュ株式会社
谷原弘次農産商品部長

　イオングループでは、1993 年
に有機栽培などの農薬や化学肥
料をできるだけ使わない方法で
栽培した農産物を、プライベー
トブランド「グリーンアイ」と
名づけて販売を開始しました。
2016 年にはフランスを中心に欧

州でオーガニックスーパーマーケットを展開してい
るビオセボン（Bio c’ Bon）社との共同出資で「ビオ
セボンジャパン」社を立ち上げ国内展開をスタート
し、2019 年 9 月時点では都内を中心に 14 店舗まで
拡大しています。有機農産物の需要が増加している
ことから、2017 年にはイオンアグリ創造（株）の埼
玉県日高農場他において、有機 JAS 認証事業者資格
を取得し有機農産物生産を開始したのに加え、有機
農産物の価格を抑えるために、店舗からの帰り便の
トラックなどグループ内物流網の有効活用を再検討
し、全国に数百店舗あるイオンでの常時 30SKU（商
品数）の有機農産物を販売する取組を進めています。

４．質疑応答

最後に質疑応答を行いました。
フランスでの有機農業普及に効果があった具体

的な政策に関する質問に対して、テヴノ農務副参事
官は、政府による川上から川下までの様々な分野で
の手厚い支援と、消費者の購買意欲の高まりの双方
が有機農業の振興に結びついており、特定の政策が
効果的であると言うことは難しい（とは言うものの、
共通農業政策による支援があることを指摘しておき
たい）が、強いて言うならば、現在進めている公共
施設での有機農産物の 20％以上使用目標が挙げら
れるかもしれないと述べました。加えて、生産者か
ら流通、消費者教育まですべての段階での普及の取
組が重要であることを指摘しました。

有機農産物の種子について、我が国では国産の
ものが手に入らないが、欧州ではどのように対応し
ているのかという質問に対して、立教大学の大山准
教授は、欧州でも毎年必要な数量の有機種子を確保
することは難しいようで、また、自家採種や特許等
に関する法規制も違うので一概に言えないが、有機
の種子供給業者の権利と利益を保護しながら、有機
認証された種子を生産・供給している現状があると
回答しました。

石井准教授

谷原部長

第４図　欧州有機栽培面積シェア（2016）
出典：Agence BIO d’après différentes sources européennes.

セミナー発表資料「有機農業の組織化支援と戦略の特性」（名古
屋大学大学院環境学研究科教授・香坂玲）からの引用。

注．スペインとオランダは 2015 年、ギリシャ、ハンガリー、 
アイルランド、ポルトガル、スロベニアは 2013 年のデータ。

※本セミナーの資料は、農林水産政策研究所 Web サイトを
　ご覧ください。http://www.maff.go.jp/primaff/index.html
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		論理的な読み上げ順序		手動チェックが必要		文書構造により論理的な読み上げ順序が決まる



		優先言語		合格		テキスト言語の指定



		タイトル		合格		文書のタイトルがタイトルバーに表示されている



		しおり		合格		大きい文書にしおりが存在する



		色のコントラスト		手動チェックが必要		文書の色のコントラストが適切である



		ページコンテンツ





		ルール名		ステータス		説明



		タグ付きコンテンツ		不合格		すべてのページコンテンツがタグ付けされている



		タグ付き注釈		合格		すべての注釈がタグ付けされている



		タブの順序		不合格		タブの順序と構造の順序が一致している



		文字エンコーディング		合格		確実な文字エンコーディングの指定



		タグ付きマルチメディア		合格		すべてのマルチメディアオブジェクトがタグ付けされている



		画面のちらつき		合格		ページで画面のちらつきが発生しない



		スクリプト		合格		アクセシブルではないスクリプトなし



		時間制限のある応答		合格		ページが時間制限のある応答を必要としない



		ナビゲーションリンク		合格		ナビゲーションリンクが繰り返し使用されていない



		フォーム





		ルール名		ステータス		説明



		タグ付きフォームフィールド		合格		すべてのフォームフィールドがタグ付けされている



		フィールドの説明		合格		すべてのフォームフィールドに説明がある



		代替テキスト





		ルール名		ステータス		説明



		図の代替テキスト		不合格		図に代替テキストが必要



		ネストされた代替テキスト		不合格		読み上げられない代替テキスト



		コンテンツに関連付けられている		不合格		代替テキストはいくつかのコンテンツに関連付けられている必要がある



		注釈を隠している		不合格		代替テキストが注釈を隠していない



		その他の要素の代替テキスト		不合格		代替テキストが必要なその他の要素



		テーブル





		ルール名		ステータス		説明



		行		不合格		TR が Table、THead、TBody または TFoot の子である必要がある



		TH と TD		不合格		TH と TD が TR の子である必要がある



		ヘッダー		不合格		テーブルにヘッダーが必要



		規則性		不合格		テーブル内の各行の列数と各列の行数が同じである必要がある



		概要		スキップ		テーブルに概要が必要



		箇条書き





		ルール名		ステータス		説明



		箇条書き項目		不合格		LI は L の子である必要がある



		Lbl と LBody		不合格		Lbl と LBody は LI の子である必要がある



		見出し





		ルール名		ステータス		説明



		適切なネスト		不合格		適切なネスト










先頭に戻る

